
 
大野城市テニス協会  会 則 

 

第 １ 章 総    則 

 

第 １ 条 本会は、大野城市テニス協会（大野城ＴＡ）と称し、事務局を置く 

      ２ 事務局の運営管理については、別に定める。                                      

 

第 ２ 条 本会は、東地区･中央地区･南地区･北地区およびソフトテニス部門･ジュニア部門 

に各々支部を設置し、各支部は市のスポーツ登録団体たる登録クラブ（以下「登録クラブ」

という。）により組織する。 

      ２ 組織図は別図のとおりとする。 

 

第 ３ 条 本会は、テニスの普及発展を図り、市民の健全な身体と精神を養うとともに、会員相 

互の親睦を図ることを目的とする。 

 

第 ４ 条 本会は、前条の目的達成のため次の事項を行う。 

        （１）生涯スポーツとしてのテニスの奨励指導 

        （２）ジュニアの育成に関すること。 

        （３）加盟クラブの充実強化と相互の連帯強調に関すること。 

        （４）その他目的達成に必要な事項 

 

第 ５ 条 本会の事業年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第 ２ 章 会    員 

   

第 ６ 条 本会は、会員をもって構成する。 

         （１）特別会員 本会に功績があり、理事会の推薦により決議を経た者 

         （２）個人会員 登録クラブの構成員である者 

（３）賛助会員 本会を賛助する者 

     ２ 新規入会手続きは、別に定める。 

３ 賛助会員については別に定める 

４ 傷病等やむを得ない事情がある場合は休会を認めることとし、手続きは別に定める 

 

第 ７ 条 本会の会員は、所定の手続きを経て市の社会体育施設のテニスコートを定期使用する 

ことができる 

 

第 ８ 条 本会の会員は、入会金および会費を納入しなければならない。 

      ２ 入会金および会費は、別に定める。 

      ３ 入会金及び会費は、納入後いかなる理由があっても返還しない。 

 

第 ９ 条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する 

        （１）退 会 

        （２）死 亡 

        （３）除 名 

 

第１０条 会員が会費納入の催告書を受理した日より３０日以内に会費を納入しないときは、理  

事会の決定により除名する。 

 

第１１条 会員で、会則に違反し、または会の品位を失墜する行為があったときは、理事会の決  

議により除名する。 
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第 ３ 章 役員および相談役 

 

第１２条 本会に、次の役員を置く。  

       （１）会 長  １ 名 

       （２）副会長  １ 名 

       （３）理事長  １ 名 

       （４）理 事 １２名以内 

       （５）監 事  ２ 名 

 

第１３条 本会の役員は、次の任務を行い、その任期は２年とする。補欠役員の任期は、前任者 

の残任期間とする。但し、再任は妨げない。 

       （１）会長は、この会を代表し、会務を統轄する。 

       （２）副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 

       （３）理事長は、理事会を統轄し、事務局長を兼務する。 

       （４）理事は、理事会を組織して、総会の決議を執行し、会務を処理する。 

       （５）監事は、本会の会計を監査し、総会･理事会に出席し、意見を述べることができ 

る。 

 

第１４条 本会の役員は、次の各項により選任する。 

        （１）会長は、理事会で選任し総会の承認を得る。 

        （２）副会長･理事長および支部長は、理事の推薦により理事会で選任する。 

        （３）理事は、支部長６名の他、若干名を会長が委嘱する。 

        （４）監事は、会長が委嘱する。 

      ２ 第１項については、総て総会の承認を得る。 

 

第１４条の２ 本会に相談役を置くことができる。 

      ２ 相談役は会長の諮問に応じる。 

      ３ 相談役は理事の決議により特別会員の中から選任する。 

      ４ 任期は役員に準ずる。 

 

第 ４ 章 総    会 

 

第１５条 総会は、本会の最高議決機関とする。  

      ２ 総会は、会長が召集する。 

        （１）定時総会は、毎年１回開く。 

        （２）臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の請求があ 

ったとき、開かねばならない。 

        （３）総会は、議決権を有する会員の５分の１以上の出席がなければ成立しない。 

        （４）会員は、委任状により権限を委任することができる。 

    （５）総会の決議は、出席した会員の過半数による。可否同数の場合は議長が決する。 

    （６）やむを得ない事情により総会を開催できない場合は、書面評決とすることができる。 

この場合、クラブ代表者が５分の１以上の委任を受け、評決するものとする。 

 

第１６条 削  除 

 

第１７条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。 

        （１）予算･決算に関すること。 

        （２）事業に関すること。 

        （３）組織･会則の改廃に関すること。 

     （４）役員の改選に関すること。 

        （５）その他会長が必要と認めた事項 
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第 ５ 章 理  事  会 

 

第１８条 理事会は、総会に代わる議決機関とする。 

   ２ 理事会は、必要に応じて理事長が召集する。 

        （１）理事会は、会長･副会長･理事長および理事で構成する。 

        （２）理事会は、構成員の３分の１以上の出席がなければ成立しない。 

        （３）理事会の議長は、理事長とする。 

        （４）理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、理事長が決 

する。 

   

第１９条 理事会に付議する事項は、次のとおりとする。 

        （１）会の常務。 

        （２）総会付議事項。 

 

第２０条 削  除 

 

第 ６ 章 指導部および専門部会 

 

第２１条 第３条の目的達成を図るため、理事会の下に指導部および必要のつど専門部会を設ける。 

      ２ 指導部は次による。    

（１）公認スポーツ指導員資格を保有する会員を指導部長とし、理事会において選任され

た指導部員をもって構成する。 

        （２）任期は２年とし、再任は妨げない。 

        （３）指導部は次の指導を行う。               

             ア. 教室の指導を行う。 

             イ. 登録クラブの要請により指導を行う。 

             ウ. その他、理事会が必要と認めた事項を行う。 

      ３ 専門部会は次による。 

        （１）会務の運営に専門的調査検討の必要があると認められた場合は、当該事項に見識を 

持つ理事若干名を理事長が指名し、専門部会を編成する。 

        （２）座長は、理事長とする。 

        （３）専門部会は、目的を達成した後その編成を解く。 

 

第７章 会    計 

 

第２２条 本会の運営に必要な経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

        （１）入会金および会費 

        （２）寄付金 

        （３）競技会の収入 

        （４）その他の諸収入 

 

附     則 

     この会則は昭和５０年 ４月 １日より施行する。 

           …途中省略… 

         この会則は平成１９年 ４月 １日より施行する。 

         この会則は平成２５年 ４月１４日より施行する。 

         この会則は令和 ３年 ４月３０日より施行する。 

         この会則は令和 ８年 ４月１２日より施行する。 
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細     則 
 

１ この細則は、理事会の決議を経て定める。 
 
２ 会則第６条第２項の新規入会手続きは、次のとおりとする。 

  （１）新規入会希望者は、所定の様式により登録クラブ代表に申し込み、登録クラブ代表は入会許可申
請書により会長に申請する。 

（２）入会許可申請は、細則４の要件を満たす範囲で会長が認めるものとする。 
 
３ 会則第８条第２項の入会金および会費、３項の賛助会員、４項の休会は次のとおりとする。 
〇入会及び会費 

 

 
〇賛助会員 
（１）登録クラブに属さない者がテニスを楽しみ、かつ協会の活動を応援していただく制度。特典

として①テニス教室の個別案内、②協会主催教室の参加費割引、③親睦大会への参加案内、④大
文字テニス大会のみ会員と同じ参加費で参加可能。 

（２）賛助額は1口1,000円とし、1人1口以上とする。 
（３）賛助会員の賛助額が入会金を上回っていれば、協会員入会時にその一部を入会金として扱う。 
〇休会 
（１）傷病や転勤等で休会を希望するときは事務局に届け、承認を受けることとし、休会中の年会

費は徴収しない。復帰を希望する場合は事務局に届け出ることとし、年会費のみ(入会金は不要)
納入することとする。 

（２）休会の期限は設けない。 
  
４ 登録クラブの要件 
  クラブの団体登録は、次の要件を満たすこと。 
  （１）構成人員が１０名以上であること。 
  （２）市内在住者、または市内の事業所に勤務する者が、２／３以上の比率を占めること。 
 
５ 表彰規定 

 大会参加時に所属団体を「大野城ＴＡ」で登録した個人および団体で、九州大会以上の大会にお
いて年間を通じて優秀な成績を収めた場合（九州ランキング上位者およびこれに準ずる者）は総会
において表彰する。但し初回のみとする。 

 
６ テニスコートの使用について 
  登録クラブの定期使用は、赤坂･旭ヶ丘コートを利用し、一日３時間以内で、週６時間とする。
使用料については補助金が利用できる。 

 
７ 大会参加料 

(1)硬式、ソフトテニス  
 

 
      ＊硬式のみ高校生及び一般の協会員は半額とする。 

 (2)硬式団体戦 
 

 
 

 
８ 大会の開始時間 
     協会で主催する各種大会は特に示す場合を除き８時３０分集合９時開始とする。 
 
９ 特別会員氏名（敬称省略） 
     片岡 猛 ･ 松本 新 

 会員の種類 入 会 金 会  費 備    考  

特 別 会 員 ０円 ０円 〇会費は年会費とし一括徴収する 
〇次の成人個人会員の入会金は半額とする 

① 60歳以上(入会時の年末年齢) 
② 障がい者 
③当協会主催のテニス教室修了者 

 

個 
人 
会 
員 

成  人 ３,０００円 ２,０００円 

高 校 生 １,０００円 １,０００円 

ジュニア １,０００円 １,０００円 

  ジュニア 高校生 一般  
硬式（１人） ５００円 １,０００円 ２,０００円 

ソ フ ト(１組) １,０００円 ２,０００円 ２,０００円 

  協会員構成 一般  

団体戦 ６,０００円 ９,０００円 


